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〈序章〉 

 

  

明治大学公共政策専門職大学院ガバナンス研究科は、高度な知識と広い視野を備えた職業

人（プロフェッショナル）を育成し、それらの人々の政策創造および政策処理能力を高め、

国際的な地域連帯による住民生活の一層の向上（生活者主権）を目指し、21 世紀の政治・

経済の刷新を図ることを目的に平成 19 年４月に開学した。本研究科では、同目的に沿った

教育・研究を行うべく、高度な職業人に求められる教育内容および効果的な教育を可能にす

る教育方法、教育環境の整備、適切な管理運営に積極的に取り組んできたが、この度、学校

教育第 109 条第３項に規定する認証評価を受けるべく、大学基準協会に平成 23 年度の公共

政策系専門職大学院認証評価に申請を行うものである。 

 今回の自己点検・評価に際しては、研究科内に評価委員会（専任教授 3 名）を設置し、大

学基準協会が定める評価項目ごとに、現状およびその評価・課題の抽出を行い、課題が認め

られる場合は将来の取組みについて具体的な改善策を策定している。自己点検・評価結果は、

将来の研究科の教育・研究内容・方法の改善に資するものでなければならず、客観的な根拠

データとともに提示する必要がある。評価委員会ではこうした自己点検・評価の目的を研究

科内の専任教員及び職員と共有しつつ、各教職員の自己点検結果を踏まえ、将来に向けての

建設的な意見・改善策を取りまとめることに全力を注いできた。 

 具体的な点検項目としては、大学基準協会が定める評価項目に従い、①研究科の目的とそ

の周知方法の妥当性、②教育の内容・方法・成果の適切性、③教員組織の適切性、④入学者

選抜方法の適切性、⑤教育研究環境および学生生活支援体制の適切性、⑥管理運営方法の適

切性、ならびに⑦説明責任の妥当性について検討した。詳細については、本報告書に記載し

たとおりである。 

 本研究科としては、これらの点検・評価結果を踏まえ、より効果的な教育・研究体制を整

えることにより、現代の社会的ニーズである公共政策のプロフェッショナルとして国内外に

おいて活躍できる高度専門職業人の養成に邁進する所存である。 
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〈本章〉 

１ 目 的 

[現状の説明] 

目的の適切性 

１－１ 公共政策系専門職大学院の目的が明文化されているか。（「大学院」第１条の２） 

（レベルⅠ◎） 

本研究科の目的は、明治大学専門職大学院学則別表３にあるように、高度な知識と広い視

野を備えた職業人（プロフェショナル）を育成し、それらの人々の政策創造および政策処理

能力を高め、国際的な地域連帯による住民生活の一層の向上（生活者主権）を目指し、21

世紀の政治・経済の刷新を図ると規定している。（評価の視点１－１） 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則別表３、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」巻頭、

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研

究科英語ガイドブック 2011 年度版」2～4 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 

2010 年度版」、「2011 年度明治大学ガバナンス研究科入学試験要項」2 頁、「2010 年度ガバ

ナンス研究科秋季入学試験要項」2頁、明治大学ガバナンス研究科ホームページ 

 

 

１－２ 目的が、専門職学位制度の目的と整合したものであるか。（「専門職」第２条） 

（レベルⅠ◎） 

上記目的は、高度化が進み、政策の専門化と増大する行政需要に対して、広範な知識と広

い視野、それに鋭い洞察力と高い分析・判断力を持つ職業人の養成を行うことをめざすもの

で、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目

的としている専門職学位制度の目的に合致する。（評価の視点１－２） 

【根拠・参照資料】 

ガバナンス研究科便覧（2010 年度）2～3 頁、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 

2011 年度版」巻頭・5 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011 年度版」2

～4頁、明治大学ガバナンス研究科ホームページ 

 

目的の周知 

１－３ 目的が、ホームページや大学案内等を通じ、社会一般に公表されているか。（「大学

院」第１条の２） 

（レベルⅠ◎） 

本研究科の目的は、学外向けには、日本語及び英語によるホームページ、ガイドブック、

大学＆大学院 net、電車広告に掲載しており、学内向けには便覧及びシラバスに目的を記載

している。また、在学生には入学ガイダンスで周知を行っている。（評価の視点１－３） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイ
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ドブック 2011 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011 年

度版」2～4 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」、「2011 年度明治大

学ガバナンス研究科入学試験要項」2 頁、「2010 年度ガバナンス研究科秋季入学試験要

項」2 頁、明治大学ガバナンス研究科ホームページ、大学＆大学院 net ウェブサイト、ガ

バナンス研究科議員向けパンフレット、ガバナンス研究科公務員向けパンフレット、

2010 年度入学式・オリエンテーションついて（ご案内）、ガバナンス研究科ガイダンス実

施要領、電車広告 

 

特色ある取組み 

１－４ 目的に関して、特色として強調すべき点はあるか。 

（レベルⅡ○） 

公共政策分野における高度な知識と広い視野を備えた職業人（プロフェッショナル）の

育成を図る本研究科の目的は、地域の政治・行政、国際協力等に携わる首長、議員・公務

員、ＮＰＯ・ＮＧＯ職員、会社員等がそれぞれの立場で協力し、新しい枠組みを創造する

「ガバナンス」の時代における担い手を育成することを特色としている。その特色を反映

して、修了生および在学生のバックグランドは、地域の政治・行政に携わる議員・首長、

公務員、NPO・NGO 職員、民間企業職員、プロフェショナル(建築士・行政書士・税理士

等々の士業人、保健師等の師業人)等、多種・多様である。 

また、グローバル化が進む現代において国際的な視点で公共政策・地域開発を捉え、グ

ローバルな視点でガバナンスの諸問題を研究し、国際色豊かな職業人を育成することも特

色としている。その一環として、前身の修士課程の 2006 年度より主に開発途上国（アジ

ア、アフリカ諸国）の国家公務員等である留学生を受け入れ、すべての授業を英語により

開講している。（評価の視点１－４） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」6～7・33 頁、「明治大学ガバナ

ンス研究科英語ガイドブック 2011年度版」2～4・17～18頁 

   

[点検･評価(長所と問題点) ] 

多種・多様な人材が本研究科に集まっていることからわかるように、ガバナンスといったキ

ーワードで語られる社会運営の新しい枠組みに対する社会のニーズは高く、本研究科の目的は

適切であると評価される。 

「目的の周知」については、研究科ホームページやガイドブック、入学ガイダンスに加え、

1－3で述べたように多様なメディア等で周知しており、特に問題はない。 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則別表３、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」巻頭、

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究

科英語ガイドブック 2011 年度版」2 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度

版」、「2011 年度明治大学ガバナンス研究科入学試験要項」2 頁、「2010 年度ガバナンス研究科
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秋季入学試験要項」2頁、明治大学ガバナンス研究科ホームページ 

 

 

[将来への取組み･まとめ] 

本研究科の目的の適切性、その周知方法については特に問題は認められなかった。今後も、

引き続き様々なメディア、手段をとおして公共政策系大学院の意義ならびに本研究科の目的を

広く社会に知らしめ、現代の社会的ニーズに応える研究科の存在をアピールしていきたい。 
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２ 教育の内容・方法・成果 

 

２－(１) 教育課程等 

[現状の説明]  

 課程の修了等 

２－１ 課程の修了認定に必要な在学期間及び修得単位数が、法令上の規定や当該公共政策系 

専門職大学院の目的に則して適切に設定されているか。また、それらが、学生の履修負担を

過重とさせないように配慮して設定されているか。（「専門職」第２条、第３条、第 15条）  

（レベルⅠ◎） 

課程の修了認定に必要な在学期間は原則として 2 年以上在学し、修得単位数 40 単位以上

とする（２－３で後述する短期修了制度は除く）｡このうち､一年間に修得できる単位数の上

限は 36 単位とするとともに、2 年目は課題設定演習（2 単位）及びレポート作成演習（2 単

位）に加え、リサーチペーパー（2 万字～4 万字［資料等も含める］）の提出が義務づけられ、

論文内容の水準を満たしたものについて課程の修了認定がなされる。 

また、2011 年度より専門職大学院学則別表に「カリキュラム・ポリシー」として明記す

る予定となっている。院生の履修については､負担過重の指摘はなく、一般に 40 単位以上修

得している。（評価の視点２－１） 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則別表１（必要単位数・履修方法・研究指導）、３つのポリシー

（カリキュラム・ポリシー）、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」8

頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011 年度版」10 頁、「明治大学ガバナ

ンス研究科便覧 2010 年度版」12 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度

版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科英語シラバス 2010年度版」3頁 

 

２－２ 課程の修了認定の基準及び方法が当該公共政策系専門職大学院の目的に応じて策定さ 

れ、学生に周知・共有されているか。（「専門職」第 10条） 

（レベルⅠ◎） 

本研究科の目的である「高度な知識と広い視野を備えた職業人」の育成のためには、専門

的な知識のみならず、実践に向けての応用能力を身につけなければならない。このような理

論と実践の融合を目指しているため、修了認定単位数は通常の大学院よりも多い 40 単位以

上に設定している。また、修了要件であるリサーチペーパーは、公共政策分野の現場におけ

る緻密な分析を踏まえた実践的方策や政策提言等の質が審査される。 

これらの認定基準および方法は、入学ガイダンスおよび指導教員による課題設定演習等を

通じて学生に周知・共有されており、納得を得ている。 

（評価の視点２－２） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」8 頁、「明治大学ガバナンス研究

科英語ガイドブック 2011 年度版」10 頁、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度
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版」2～5 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナ

ンス研究科英語シラバス 2010年度版」3頁 

 

２－３ 在学期間の短縮を行っている場合、法令上の規定に沿ってなされているか。また、そ 

の場合、公共政策系専門職大学院の目的に照らして十分な成果が得られるよう配慮がなされ 

ているか。（「専門職」第 16 条） 

（レベルⅠ◎） 

短期修了制度はあるが､これまで（2010年まで）のところ実例はない｡ 

なお、専門職大学院学則第５条に規定した短期修了制度は次のとおり（一部簡略）。研究科

教授会の議を経て、認定単位があればその単位数、その修得に要した期間その他を勘案して

１年を超えない範囲で在学期間を短縮することができる。前項の規定にかかわらず、主とし

て実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があると認め

られるときは、当該研究科教授会の議を経て、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、

その標準修業年限を１年以上２年未満の期間又は２年を超える期間とすることができる。 

（評価の視点２－３） 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則第５条、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」50 頁、

「2011年度明治大学ガバナンス研究科入学試験要項」7頁 

 

教育課程の編成 

２－４ 専門職学位課程制度の目的並びに当該公共政策系専門職大学院固有の目的を達成する 

ためにふさわしい授業科目が開設されているか。(「専門職」第６条) 

（レベルⅠ◎） 

本研究科では、「公共政策」に関する課題発掘・立案・決定・実施・評価に至る一連の政

策形成過程に基づき、公共政策学を構成する「政治学・行政学」、「経済学・財政学」、「法律

学」の３分野を擁するとともに、総論から各論へ、基礎から応用ないし技術・技法の修得に

いたる公共政策系専門職大学院固有の目的を達成するためにふさわしい授業科目を設置して

いる。また、前述したようにグローバルな視点からガバナンスの諸問題を検討し、国際的知

見を踏まえた公共政策分野の高度な人材を育成するために、英語科目を開設している。 

2010 年度は全部で 140 を越える科目を設置している。そのうち、論文指導の科目を除き、

日本語での授業を 82 科目、英語での授業を 33 科目開講しており、2011 年度は開講する科目

を増やす予定である。 

科目は下記に示す８つの群（基幹科目 4 群、応用科目 4 群）のいずれかに属し、学生の目

的に合わせた体系的な学習を導きやすいカリキュラムとして運用されている。各群の内容は

以下の通りである。 

  

  【基幹科目】 

① 政策科学科目群（Ａ群）[一部英語でも開講]：ガバナンスを視野に入れた公共政策に必
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要な政策科学についての基本的な知識から専門的な理論研究を行うもので、政策に様々

な領域において、これらの学問的位置づけと諸理論を研究するもの。 

② 国際政策科目群（Ｂ群）[一部英語でも開講]：公共政策をめぐる諸分野についての国際

機構や動態について、ガバナンス論を視野に入れて研究し、それらの国際比較を通じて

理解を深めようとするもの。国際的なる舞台で活躍するのに充分な知識と理解を獲得す

ることを目指すと共に、国際感覚に優れた社会人を養成することを目的とする。 

③ 公共経営科目群（Ｃ群）[一部英語でも開講]：具体的な公共政策の場における実践と理

論を研究し、ガバナンス論を視野に入れた公共経営のあり方を考えるもの。また、行政

改革や地方分権のもとにあり、変化しつつある国･地方における行財政運営の現状や制

度について理解を深めることを目的とする。 

④ 法律技術科目群（Ｄ群）：行財政運営の根拠となる法律についての知識を修得し、ガバ

ナンスの観点から望まれる法律技術のあり方と運営について考えるもので、憲法・行政

法についての専門的知識を習得すると共に、政策法務や自治立法についての技術につい

て研究するもの。 

  【応用科目】 

⑤ 政策分野研究（Ｇ群）[一部英語でも開講]：公共政策の具体的な事例について、政策分

野ごとにテーマを設定し、ガバナンスの諸相を研究するもの。 

⑥ 特別・特殊研究（Ｈ群）[一部英語でも開講]：レポート作成やプレゼンテーションなど、

ガバナンスを視野に入れた公共政策を実施するための研究方法や技術を習得するもの。 

   （下記Ｅ、Ｆ群については 2010年度より開講） 

⑦ 開発政策・経済科目群（Ｅ群）[英語科目]：国際開発政策・国際経済に関する知識を習

得し、グローバル・イシューである貧困問題の諸課題を、政治・行政と経済・財政の側

面から分析・研究を行うもの。 

⑧ 環境・コミュニティ政策科目群（Ｆ群）[英語科目]：環境・コミュニティ政策に関する

知識を習得し、持続的開発、社会開発、危機管理といった現代における地球的課題を、

政治・行政と経済・財政、法律の側面から分析・研究を行うもの。 

（評価の視点２－４） 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則別表１、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」3～5

頁、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」9～12 頁、「明治大学ガバナ

ンス研究科英語ガイドブック 2011 年度版」7～9 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバ

ス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科英語シラバス 2010 年度版」巻頭、

明治大学ガバナンス研究科ホームページ 

 

２－５ 政策系公共専門職に必要な能力を養成する教育内容が、開設科目等の中で適切に計画 

され、適切に実施されているか。 

（レベルⅠ○） 

政治・行政、経済・財政、法律の３分野を基幹科目群Ａ～Ｆ群に配置するとともに、それ
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らの現状を把握、理解するための応用科目群に政策分野研究科目（Ｇ群）を豊富に配置し、

ガバナンスをめぐる諸相を理解することができるようにしている。さらに、政策の対外発表

能力涵養、公共政策分野における基本的なスキルアップのための演習科目をＨ群（特別・特

殊研究）として配置している。このような科目編成に加え、授業において「ケーススタディ

ズ（CASE STUDY）」を重視し、「議論・討議（DISCUSSION）」を重ね、「フィールドワーク

（FIELDWORK）」等の現場体験的な要素を取り入れ、それらの成果を「体系化（SYNTHESIS）」

してゆく、「C・D・F・S」を重視した授業展開により、高度職業人としての広い視野と個別

具体的な実践を結合させる人材育成を目指している。 

さらに、２年次からは科目のうち、前期に「課題設定演習」を、後期に「レポート作成演

習」の履修を必須としている。「課題設定演習」では、資料の読み方や資料の使い方などを

学び、「レポート作成演習」では、データを収集・調査し、客観的なレポートを作成する技

術を修得することを目的としている。両科目は１年次に学生が選択した指導教員が担当する

科目を履修し、同時に修了に必要なリサーチペーパーの作成の指導も受ける。また適宜、指

導教員が学生の目的に合わせて科目を推奨し履修させることで、政策系公共専門職に必要な

能力を養成する一端を担っている。（評価の視点２－５） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」3～5 頁、「明治大学ガバナンス研究科ガ

イドブック 2011 年度版」5～7 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011

年度版」7～9 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガ

バナンス研究科英語シラバス 2010 年度版」巻頭、明治大学ガバナンス研究科ホームペー

ジ 

 

２－６ 公共政策系専門職大学院の目的に応じて、それぞれの分野の教育課程が次に掲げるよ

うな事項を踏まえた内容になっているか。 

（１）教育課程が政策過程全般に係る高い専門能力、高い倫理観及び国際的視野を持つ政策プ

ロフェッショナルの人材を養成する観点から適切に編成されているか。 

（２）法学、政治学、経済学の３つの分野を基本に、幅広い科目を適切に学べる教育課程の編

成に配慮しているか。 

（３）基本的な内容、展開的な内容、実践的な内容、事例研究等を取扱う科目がそれぞれ開設

され、かつ、段階的な教育を行うことができるよう教育課程が編成されているか。 

（レベルⅠ○） 

（１）「Ａ群・Ｃ群・Ｄ群」の科目を履修することで、法学、政治学、経済学の３つの分野で

の基礎から応用までを身につけることができ、政策過程全般に係る高い専門能力の育成や

高い倫理観を養成している。国際的な視野を持つ政策プロフェッショナルの人材養成には、

Ａ、Ｃ、Ｄ群に加え、国際政策科目群（Ｂ群）、国際開発政策・経済科目群（Ｅ群［英語］）、

環境・コミュニティ政策科目群（Ｆ群［英語］）のほか、さらに幅広い科目として政策分野

研究［Ｇ群］、特別・特殊研究［Ｈ］を配置し、教育課程として適切に編成されている。 
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（２）科目群とは異なる視点に基づき､法学、政治学、経済学の３つの分野を基本とした適切

な教育効果となるよう履修モデルをプログラムとして提示している。プログラムには①議

員・市町村長を対象に、議員の政策立案能力と新しい自治体議会の役割を学ぶ「都市政治

プログラム」、②現職公務員ならびにこれから公務員を目指す人が効率的で効果的な公共セ

クターの運営について学ぶ「自治体マネジメントプログラム」、③企業・NPO・NGO 職員、市

民による新たな市民社会の創出を民の立場から担うことができる人材をめざす「社会・生

活創生プログラム」、④保健福祉、教育、経理会系、土木建築等の専門分野を持つ人がその

技能を地域社会の課題解決に生かすこと念頭においた「コミュニティ共創プログラム」の

四つがあり、公共政策分野における人材育成像を明示することで課題設定・研究に取組み

やすいものとしている。 

また、外国人留学生向けに英語科目を中心とした、①Public Policy Program（公共政策 

プログラム）、②International Development Policy Program（国際開発政策プログラム）、

③Community Planning and Management Program（コミュニティ・マネジメント・プログラ

ム）」の三つのプログラムを「英語コース」として設定し、各人の研究テーマに即した履修

計画が立てやすいように科目を提示している。まず「公共政策プログラム」では、公共政策

に関する課題発掘・立案・実施・評価にいたる一連の過程に基づく科目編成がおこなわれて

おり、「国際開発政策プログラム」では国際経済・環境に関する学問領域から構成され、グ

ローバル・イシューである持続的開発や貧困問題を社会システムの諸側面から捉えられるよ

うに科目が編成されている。さらに、「コミュニティ・マネジメント・プログラム」では、 

より地域に密着したローカルな視点でグローバル・イシューを捉え、特に、近年増大しつつ

ある災害、テロといった危機管理とコミュニティの役割に焦点を当てた科目が提供される。 

 

 （３）政策系公共専門職に必要な応用テーマおよび基礎能力を養成する教育内容として、 

政策科目・国際政策科目・公共経営科目・法律技術科目群（Ａ～Ｄ群）を踏まえ､さらに実

務能力を涵養・向上させるものとして､前掲・政策分野研究（Ｇ群｡社会保障・教育政策［政

策研究Ⅰ］､都市システム［政策研究Ⅱ］､市民参加・情報政策［政策研究Ⅲ］､国際政策と

国際化［政策研究Ⅳ］､議会政策［政策研究Ⅴ］､財政政策［政策研究Ⅵ］､地域経済政策

［政策研究Ⅶ］､危機管理政策［政策研究Ⅷ］､政策法務・自治体経営［政策研究Ⅸ］､環

境・社会システム［政策研究Ⅹ］）を設置している。そして、技術・技法能力を向上させる

ものとして､特別・特殊研究（Ｈ群。課題設定演習・レポート作成演習､プレゼンテーション

演習､社会調査法､海外事例研究､立法演習､情報処理）がある｡これらは、専任教員の他、そ

の分野のプロフェショナルとして、特任講師、客員教授、特別招聘教授、兼担講師・兼任講

師を擁している。（評価の視点２－６） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」3～5 頁、「明治大学ガバナンス研究科ガ

イドブック 2011 年度版」5～12 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011

年度版」7～9 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガ

バナンス研究科英語シラバス 2010 年度版」巻頭、明治大学ガバナンス研究科ホームペー
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ジ 

 

系統的・段階的履修 

２－７ 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が１年間又は１学期

間に履修登録できる単位数の上限が設定されているか。(「専門職」第 12条)  

（レベルⅠ◎） 

本研究科では、修了要件を２年以上在学し、修得単位数 40 単位以上としているが、この

うち､1 年間に修得できる単位数の上限を 36 単位としている。前期・後期の一学期間の履修

上限単位は設けていない｡また、再履修科目も履修上限に含まれる。１科目は２単位であり、

授業は１コマ１時間 30分としている。 

なお、本学は、日本語科目は原則的に平日の夜間に、英語科目は昼に開講しているが、土

曜日は終日開講されている。その他、日曜・祝日・大型連休を活用した集中授業を行ってい

る（集中授業の 2010 年度の実績は、全授業の約 23％である）。（評価の視点２－７） 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則別表１（必要単位数・履修方法・研究指導）、「明治大学ガバナ

ンス研究科便覧 2010 年度版」12 頁、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年

度版」2 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011 年度版」10 頁、「明治大

学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科英語シラ

バス 2010年度版」巻頭、明治大学ガバナンス研究科ホームページ 

 

特色ある取組み 

２－８ 教育課程の編成等に関して、特色として強調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 

本研究科では、公共政策学を構成する「政治学・行政学」、「経済学・財政学」、「法律学」

の三分野を基幹科目として構成し、それら理論的基盤の上に立ち、学生の応用能力を高める

ための政策分野研究、特別・特殊研究等の応用科目を充実させてきた。2－6 で述べたような

履修モデルは、本研究科の目的に沿って、求められる多種・多様な人材像を明確に示すもの

であり、異なったアクターが高度なスキルを身につけ、ともに社会運営を行い、社会的課題

の解決に立ち向かう「ガバナンスの時代」の意義を特徴づけるものである。 

他方、英語コースでは、2010 年度の文部科学省のグローバル 30 事業の採択を機に、新た

に外国人特任講師を採用するとともに、カリキュラムを拡充し、前掲 2-6（2）のように「公

共政策プログラム（Public Policy Program）」、「国際開発政策プログラム（International 

Development Policy Program）」、「コミュニティ・マネジメント・プログラム（Community 

Planning and Management Program）」の三つのプログラムを設置した。これらの英語科目に

は日本人学生も履修することができ、本研究科の目的に掲げられている「国際的な地域連帯

による住民生活の一層の向上（生活者主権）」に合致する特色ある取組である。 

その他、英語で行う「政策研究科目（Policy Studies）」では、日本の行政の実地視察を

盛り込んでおり、比較研究の対象として日本の現状・課題を学ぶという意味で留学生に高く
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評価されている。これらのカリキュラムと教育方法により、理論的枠組みを用いつつ現状分

析を行い、かつ政策提言に結び付くような実践的な視点を幅広く習得することができる。 

（評価の視点２－８） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」2～5 頁、「明治大学ガバナンス研究科ガ

イドブック 2011 年度版」6～7 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011

年度版」7～9 頁、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガ

バナンス研究科英語シラバス 2010 年度版」巻頭、明治大学ガバナンス研究科ホームペー

ジ 

 

[点検･評価(長所と問題点) ] 

2－6 で述べたように、学生に対しては４つの履修モデルを提示しており、多種・多様な

バックグランドを持つ学生のニーズに対応し、教育効果を最大限に生み出すような工夫をし

てきた。履修モデルを参照し勉学を積んできた学生の中には、履修モデルの見直しについて

の意見を口頭にて指導教員に伝えてくる者もおり、より充実したモデルの提示が望まれると

ころである。 

英語コースに関しては、①公共政策プログラム、②国際開発政策プログラム、③コミュ

ニティ・マネジメント・プログラムの三つを擁し、開発途上国の公共政策、ガバナンス改善

に資するための理論ならびに実践について、政治、行政、経済、環境、地域開発、危機管理

等の観点から総合的に研究ができるようになっている。課題として、プログラムごとの科目

編成はあっても、各学生の研究テーマに沿った履修モデルが提示されていないため、留学生

によっては履修科目の選択に戸惑う者がいることが報告されている。 

また、このように本研究科では日本人学生と外国人留学生が在籍しており、授業も日本

語と英語で分け、日本語での授業は主に夜間に、英語での授業は昼間に開講をしている。こ

のため内容的には類似した科目であっても、言語として日本語と英語を分け、別科目として

開講しているため、担当している専任教員の担当コマ数が増大し、負担が増えていることが

課題となっている。 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」6～7 頁、「明治大学ガバナンス研

究科英語ガイドブック 2011年度版」7～9頁 

 

 

 [将来への取組み･まとめ] 

 日本語科目の履修モデルについては、学生の意見を参考にしつつ、より充実したモデルを

提示できるように見直しを行っていく。 

英語コースに関しては、日本語コースと同様に履修モデルの提示等を行うことで、留学生

がより適切な科目の選択を行うことができるように整備を行うこととしたい。また、日本語

と英語科目を担当している専任教員の負担を軽減するために、2011 年度から外国人の特任教
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員を増員する予定である（2010年度 1名採用、2011年度 2名採用予定）。 

 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011年度版」7～9頁 

 

２－(２) 教育方法等 

[現状の説明] 

 授業の方法等 

２－９ 実践教育を充実させるため、事例研究、現地調査又は双方向､多方向に行われる討論

若しくは質疑応答、その他の適切な方法により授業を行うなど、適切な配慮がなされている

か。（「専門職」第８条第１項） 

（レベルⅠ◎） 

問題発見・解決方法を重んずる実務的観点から、院生による①グループ・ディスカッショ

ン・プレゼンテーション方式（例えば、シラバス記載の都市政策研究［8 頁］、国際化政策研

究［40 頁］、公共経営研究［42 頁］、こどもと福祉［84 頁］、大都市圏政策の国際比較［88

頁］、地域おこし［114 頁］、地域開発論［116 頁］、企業市民とグローバリゼーション［120

頁］、社会企業活動［122 頁］）、②フィールド・ワーク（例えば、政策創造研究［16 頁］、都

市計画とまちづくり［90 頁］、災害と危機管理［128 頁］）、③ケース・スタディ（例えば、

NGO・NPO 研究［24 頁］、自治体産業政策研究［48 頁］、社会的企業論［63 頁］、自治体政策

法務研究［74 頁］。自治体条例研究［76 頁］、NPO と行政の協働［96 頁］、議会運営の手法と

政策経営［104 頁］、地域整備と事業化［118 頁］、危機管理とデモクラシー［130 頁］、危機

管理とガバナンス［133 頁］、行政組織と人事管理［137 頁］、自治体訟務［141 頁］、環境政

策とコミュニティ［145 頁］）、④ワークショップ方式（例えば、政策評価研究［46 頁］、自

治体財政研究［52 頁］、コミュニティと住民合意形成［99 頁］、地域共創と社会づくり［124

頁］、立法演習［182 頁］）、⑤そのほか、随時、ゲスト・スピーカーを招いて、講義・意見交

換を採用している（例えば、自治体条例研究［76 頁］、消費者政策［126 頁］、市町村行政と

危機管理［131頁］）。 

なお、講義・演習科目とは別に、受講生及び修了生も含めて、例年、テーマ設定をし、教

員引率の下で外国の実地調査を行っている。 

 英語コースでは、授業は双方向の対話型講義が中心であり、加えて、テーマごとに留学生

出身各国のガバナンスに関する現状・課題についての事例発表の機会が多く盛り込まれ、学

生同士の学びも活発に行われている。また、政策研究科目（Policy Studies）においては、

行政の現場における実施視察を積極的に取り入れており留学生からの評判も高い。具体的に

は、Human Resources Development in Local Government、 Introducing Spatial Planning 

in Tokyo、 Tax Policy and Tax Administration、 Total Quality Management 等の授業に

おいて教員引率の下、実地調査を行っている。（評価の視点２－９） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」Ⅳ2010 年度開講科目、「明治大学ガ
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バナンス研究科英語シラバス 2010 年度版」1～71 頁、ガバナンス研究科ゲスト講師招聘

運用内規、ガバナンス研究科ゲスト講師招聘申込書、都市政策フォーラム活動記録、「明治

大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011年度版」11頁 

 

２－１０ 多様なメディアを利用して遠隔授業を行っている場合は、これによって十分な教 

育効果が得られる専攻分野であって、当該効果が認められる授業を対象として実施してい 

るものであるか。（「専門職」第８条第２項） 

（レベルⅠ◎） 

2004 年来、遠隔授業（リモートラーニング）を導入している。リモートラーニングは

授業をビデオ収録し、履修者に限定し、インターネットで配信することで授業実施から２

週間に限り視聴できるシステムである。これは本研究科の学生の大半が社会人であるため、

業務の都合により、出席できない授業を補完するための対応措置として導入している。学

生は視聴した内容についてテーマの概要・論点を作成し、次回の講義日に教員に申告する

ことで、その内容が的確なものであるときは、３回を目安に出席扱いとしており、単位認

定の根拠とされる。 

また、リモートラーニングについては、欠席時に限定されることなく、予習・復習のた

めにも活用されている。なお、当初は、専任教員の講義について配備されていたが、今日

では講義科目のほぼ全科目に適用されており、2010 年度実績として 63 科目が対象とされ

ている。（評価の視点２－１０） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」8 頁、「明治大学ガバナンス研究

科便覧 2010 年度版」17 頁（6 リモートラーニングについて）、RTL について・視聴方法

について、リモートラーニング実施科目一覧 

 

２－１１ 通信教育によって授業を行っている場合は、これによって十分な教育効果が得ら 

れる専攻分野であって、当該効果が認められる授業を対象として実施しているものである

か。（「専門職」第９条） 

（レベルⅠ◎） 

本研究科では、通信教育による授業は実施していない。（評価の視点２－１１） 

【根拠・参照資料】 

なし。 

 

２－1２ 授業の内容、授業の方法及び施設・設備その他の教育上の諸条件を考慮して、授

業のクラスサイズが、教育効果を十分に上げるために支障のないものとなっているか。

（「専門職」第７条） 

（レベルⅠ◎） 

本研究科は収容定員が 100 名と小規模であるのに対し、科目数は 100 を越えるため、科

目ごとの履修者が分散され、ほとんどの授業で履修者が 20 名を越えることはなく、少人
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数授業が実現している。これにより、双方向での授業を行いやすい環境が整っていると考

える。また、授業は講義形式と演習形式により実施しており、教育上適切である。なお、

授業で主に使用している小教室は収容定員 26～30 名のロの字型のテーブル配置となって

おり、パソコン及び液晶モニターなどの情報機器設備も整っているため、教育効果を十分

に上げるために支障はない。（評価の視点２－１２） 

【根拠・参照資料】 

2010 年度授業状況調査表、明治大学教員ハンドブック 2010、「明治大学ガバナンス研究科

便覧 2010 年度版」17 頁、明治大学専門職大学院学則第 25 条、明治大学ガバナンス研究

科シラバス 2010 年度版、明治大学ガバナンス研究科英語シラバス 2010 年度版、2010

年度時間割表 

 

授業計画、シラバス 

２－１３ 教育課程の編成の趣旨に沿って、毎回の授業の具体的な内容･方法、使用教材、

履修要件及び一年間の授業日程等が明示されたシラバスが作成されているか。（「専門職」

第 10条第１項） 

（レベルⅠ◎） 

教育課程の編成に沿って、毎回の授業の具体的な内容･方法を詳細に示すシラバスが作

られている。そこには「授業の概要・目的」、「授業内容」、「履修の注意点」、「教科書」、

「参考書」、「成績評価の方法」、および「その他」という記述欄が設けられ、授業方針が

詳細に記入されるようになっている。まず、①一年間の授業（前期・後期）日程等を明示

している。つぎに、②「授業の概要・目的」が掲げられ、科目名に沿った講義内容を比較

的丁寧に説明し、受講生が関心をもつよう努めるものとしている。③「授業内容」につい

ては、二つのパターンがある。一つは、講義内容を 1～13 の主要項目に分けて、さらにそ

の具体的論点を明らかにするものと、もう一つは、大項目（Ⅰ～Ⅲ・Ⅳ）と中項目（テー

マ）、小項目に編成するものとがある。両者の方式の優劣・差異は明らかではなく、講義

担当者の裁量による。履修科目の選択に際しては、「履修の注意点」において、諸種のメ

ッセージ（留意点等）が記載されている。④使用教材は、教科書・参考書をあげられるが、

参考文献としてあることを留意するにとどめることも可能であり、その都度レジュメが配

布されることもある。 

なお、シラバスは１年に１回見直しが行われている。（評価の視点２－１３） 

【根拠・参照資料】 

明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版、明治大学ガバナンス研究科英語シラバ

ス 2010年度版 

 

単位認定・成績評価 

２－１４ 目的に応じた成績評価、修了認定の基準及び方法が策定され、それらが学生に対し

て、シラバス等を通じてあらかじめ明示されているか。（「専門職」第 10 条第２項） 

（レベルⅠ◎） 
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シラバス内で科目ごとに「成績評価の方法」欄を設けており、その中で「授業への出

席状況」「討議への参加状況」「レポート等の報告」などの項目毎に成績評価の割合を明示

している。 

成績評価基準は、Ｓ(100～90)、Ａ（89～80）、Ｂ（79～70）、Ｃ（69～60）、Ｆ（0～

59）、Ｔ（未受験）の６段階方式をとっており、入学時に配布するガバナンス研究科便覧

にも明示している。また、Ｃ以上が単位修得の条件となり、Ｆ及びＴは不合格点とする。

合わせて導入しているＧＰＡ評価については、Ｓ=4、Ａ=3、Ｂ=2、Ｃ=1、Ｆ及びＴ=0 の

各得点を換算することで学生ごとにＧＰＡ得点を算出し、厳正に評価している。なお、10

名以上の受講生があるときの評点基準は、原則として、Ｓ（評点）は 2 割内とする。ただ

し、フィールドスタディ、ワークショップ等の演習形態をとる授業は、演習課程における

意見交換や受講者相互の学び合いの比率が大きいことから、必ずしもこの原則に縛られる

ものではない。 

これらの成績評価基準は学生に対して、入学ガイダンスなどで周知している。 

（評価の視点２－１４） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科

英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」12・

16・19頁 

 

２－１５ 明示された基準及び方法に基づき、成績評価、単位認定が、公正・厳格に行われ

ているか。（「専門職」第 10条第２項） 

（レベルⅠ◎） 

新任及び希望する教員に対して配布している「教員ハンドブック（毎年度発行）」内で成

績評価基準を明示するとともに、科目担当教員には成績評価を記入する採点表に、成績評

価基準（前掲 2-14 参照）を明記した文書をあわせて綴じることで、あらためて教員に周

知を行っている。また、単位認定が基準どおり執行されているかどうかを研究科長が確認

し、基準から逸する場合は担当教員に話しを聞き、必要があれば成績評価の是正を促して

いる。（評価の視点２－１５） 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則第 29・30 条、2010 教員ハンドブック 12 頁、採点表、ガバナン

ス研究科便覧 16 頁（成績の評価）、採点表、ガバナンス研究科の成績評価基準について、

成績評価分布図 

 

他の大学院における授業科目の履修等 

２－１６ 学生が他の大学院において履修した授業科目について、修得した単位や当該公共政 

策系専門職大学院に入学前に修得した単位を、当該公共政策系専門職大学院で修得した単位

として認定している場合、教育上有益と認められ、かつ、その認定が法令上の基準の下に、

当該公共政策系専門職大学院の教育水準及び教育課程としての一体性を損なわないよう十分
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に留意した方法で行われているか。（「専門職」第 13条、第 14条） 

（レベルⅠ◎） 

単位の認定にあたっては、単位認定申請者が本研究科所定の用紙に記入して事務室に申

請し、本研究科がこの申請を受けて、当該申請者が申請した科目についてシラバス等の内

容がわかる資料を取り寄せ、各々の科目について専門的知識を有する教員の意見を十分に

聴取したうえで、本研究科の教授会で認定の可否を判定している。 

こうした措置により、本研究科では、単位認定について、教育上有益と認められ、かつ、

その認定が法令上の基準の下に、経営系専門職大学院の教育水準および教育課程としての

一体性を損なわないよう十分に留意した方法で行っている。なお、認定を受けることので

きる単位数は 10 単位を限度としている。（評価の視点２－１６） 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則第 26・27 条、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度

版」12頁、既修得単位認定願 

 

履修指導等 

２－１７ 入学前における学生の多様なバックグラウンドや職業観に配慮するなど、個々の学

生のキャリアに応じた履修指導が行われているか。 

（レベルⅠ○） 

入学時のオリエンテーションにおいて研究・学生生活に関する留意点等のガイダンスを

行っている。それに加えて、本研究科に入学する学生は、自治体議員、首長、自治体職員

等々、各分野・主に大学卒業の社会人としてすでに充分なキャリアがあり、かつ「公共政

策学」の意義や内容についても一通りの知識がある者が多いため、教員のメールアドレス

をシラバスで公開し、教員への個別の履修相談にも随時応じている。これは、一定のオフ

ィスアワーを設ける方式ではなく、多種・多様な社会人学生に対しより柔軟な指導体制を

確立するために取られている体制である。履修指導の対象は、主に、科目の内容・教員、

時間割の編成が中心となる。 

また、各学期の授業開始から 1 週間後までに行う履修科目の登録は、仮登録にとどまる

もので、その後 1 週間以内に履修変更を行うことができるシステムになっている。この間、

シラバスを参考に関心のある授業に参加し、第 1 回講義日において該当科目の教育目的・

内容・方式について十分な理解をした上で、最終登録を行うことができる。また、同期生

同士・上級生、教員と各種情報提供を受ける時間も十分に確保されている。 

学部卒業者（公務員志望）については､特に公務員試験合格のために､明治大学設置の行

政研究所スタッフにより履修指導が行われているほか、本研究科の専任教員及び教員の紹

介で各自治体人事担当者が公務員面接の指導も行っている｡（評価の視点２－１７） 

【根拠・参照資料】 

2010 年度入学式・オリエンテーションついて（ご案内）、ガバナンス研究科ガイダンス実

施要領、ＷＥＢ履修マニュアル、「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190

頁、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」13 頁（公務員試験合格に向
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けた対策について）、行政研究所（公務員講座） 

 

改善のための組織的な研修等 

２－１８ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施しているか。 

（「専門職」第 11条） 

（レベルⅠ◎） 

授業の内容および方法が多様であることから、一律の組織的な研修および研究は行って

いない。しかしながら、本学では学生による授業評価アンケートを前・後期授業期間終了

時期に実施し、回収は担当教員を介することなく、学生から専門職大学院事務室へ行われ、

執行部（研究科長、専攻主任、大学院委員）に提出し、教育内容をチェックしている｡ 

また、アンケート結果については、教授会で検討し、各担当教員へフィードバックする

ことで不断の改善のための基礎とするよう努めている｡ 

他方、ガバナンス研究科所属の教員と特別招聘教授や兼担・兼任教授からなるＦＤ（フ

ァカルテイ・デベロップメント）を兼ねた懇親会を年一回開催している。成績評価の方

法・基準の統一並びに教育手法について意見交換を行っている。（評価の視点２－１８） 

【根拠・参照資料】 

授業評価アンケート、FD担当教員への送付文、教員懇親会案内通知 

 

特色ある取組み 

２－１９ 教育方法に関して、特色として強調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 

高度な職業人をめざす教育方法として理論と実践の融合を目指す取組を取り入れている。

具体的には、先に指摘したように(評価の視点２－９)、①グループ・ディスカッション、プ

レゼンテーション方式、②フィールド・ワーク方式、③ケース・スタディ方式、④ワークシ

ョップ方式、⑤ゲスト・スピーカーを招いての講義・意見交換を採用している｡また、講

義・演習科目とは別に、院生及び修了生も含めて､例年、テーマを設定し、教員引率の下で

外国の実地調査を行っていることも特色である｡ 

英語コースにおいても同様に、双方の対話方式、ケース・スタディ方式、ワークショップ

方式が採用され、授業においては積極的な議論が展開される。また、日本の行政の現場にお

ける実地調査が教員引率の下で行われている。その他に、研究成果・進捗状況の発表の場と

して合宿方式のワークショップ（毎年 2 回）、各分野の外部専門家を招聘した特別セミナー

（ほぼ月 1回）等を実施し、毎回英語による活発な意見交換が行われている。 

なお、2－17 で述べたように、一定のオフィスアワーを設けるのではなく、「いつでもオ

フィスアワー」を合言葉に個別の学生の履修指導に当たっているのが特徴的である。これら

は、多種・多様な社会人学生のニーズに対応する最善の方法であると自負している。（評価

の視点２－１９）  

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」Ⅳ2010 年度開講科目、「明治大学ガ
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バナンス研究科英語シラバス 2010 年度版」1～71 頁、ガバナンス研究科ゲスト講師招聘

運用内規、ガバナンス研究科ゲスト講師招聘申込書、都市政策フォーラム活動記録、「明治

大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011年度版」11頁 

 

[点検･評価(長所と問題点) ] 

本研究科は受講生の問題意識や関心に沿い、多種・多様なカリキュラムが用意されている

結果、一般に、少人数に分散され、一クラスの受講者数は多くない。大講堂・マスプロ講義

と異なり、少人数の対面式講義・演習が主であることから、評点Ａ（80～89）以上の達成を

めざすよう教育をしている。また「特色ある取組」にあるように、実践教育の取組は充実し

ているといえる。 

さらに、専門職業人を対象とするものであることから問題意識も先鋭であり、入学試験時

において、相当程度、研究テーマを絞っていることから（「４つのプログラムに設定された

履修モデル」参照）、履修科目も特定しやすく指導しやすい。また、社会人院生による情報

提供、提案は教員にとって教えられることも多く有益である。両者共に課題の解決手法（ア

プローチ）を構想することとなり、新たな課題の発見にいたることもある。その意味で､教

員・院生の共同研究でもありえ、斯学（公共政策学）の発展に寄与することとなっている。

そうした成果は、優秀な論文をまとめた修了論集（優秀リサーチペーパー）として配布され

ている。 

「評価の視点 2-10」にて記述したリモートラーニング（オン・デマンド）による講義シ

ステムについては、現役社会人を対象とした取組として学生から高く評価されるが、他方、

教員の講義および院生などの収録・収音者個々人の発言が聞き取り難いという課題がある｡ 

【根拠・参照資料】 

2010 年度授業状況調査表、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」6～7

頁、明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011 年度版」7～9 頁、2009 年度ガバ

ナンス研究科優秀リサーチペーパー 

 

[将来への取組み･まとめ] 

リモートラーニングの収録に関してはより一層の方式・充実を図り、発言者の音を随時拾

うことができる最新の機材の導入を図っていきたい。 

英語コースでは、2－9 において述べた教育方法をさらに充実し、公共政策の理論と現場

での実践についてバランスよく習得し、日本の経験から学ぶことをベースに、留学生の自国

のガバナンス改善に結びつくような研究成果を生み出せるように指導を継続していく。 

 

 

２－(３) 成果等 

[現状の説明] 

学位の名称 

２－２０ 授与する学位は、公共政策の実務分野の要請に応えうるような適切な水準のもので



 19 

あるとともに、教育内容に合致する適切な名称を有するものであるか。（「学位規則」第５条

の２、第 10条） 

（レベルⅠ◎） 

「政治学・行政学」、「経済学・財政学」、「法律学」の中核社会科学 3 分野を統合した総合

科学として、新たな公共政策学を構築している。また、専任教員のみならず、兼任講師及び

ゲスト講師として現場で活躍する実務家を多数任用及び招致することで、公共政策の実務分

野の要請に応えうるような適切な水準で実用知・技法知を中心とした専門教育を行っている。

以上のことからも学位名称である「公共政策修士（専門職）」は教育内容に合致する適切な

名称である｡また、2011 年度より専門職大学院学則別表に「ディプロマ・ポリシー」明記す

る予定となっている。（評価の視点２－２０） 

【根拠・参照資料】 

明治大学学位規程、３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー）、「明治大学ガバナンス研究

科ガイドブック 2011 年度版」2 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011

年度版」7頁、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010年度版」59頁 

 

学位授与基準 

２－２１ 学位授与に関わる基準及び審査手続等が明文化され、それに基づいて学位授与が

適切に行われているか。（「専門職」第 10条第２項） 

（レベルⅠ◎） 

学位授与に関わる基準は明治大学専門職大学院学則で明文化されており、また学外向け

にはホームページ及びガイドブックで公開し、学生には入学時に配布しているガバナンス

研究科便覧を元にガイダンスなどで周知している。なお、基準は「40 単位以上を修得」し、

「レポート作成演習又は Research Paper ２の指導教員が担当する授業科目１科目を履修」

した上で、「リサーチペーパー（修士学位請求論文）を作成」しなければならない。 

審査手続等はガバナンス研究科便覧で明文化されており、学生にもガイダンスなどで周

知している。また、修了要件であるリサーチペーパーについては提出方法から論文面接ま

での詳細な説明を、２年次の修了予定学期に入った頃（３月修了の場合は 10 月、９月修了

の場合は５月）に該当学生には「リサーチペーパーの作成・提出要領」を配布することで

周知している。なお、リサーチペーパー提出前に一度学生には予備登録（論文提出の意思

の有無確認）をさせ、連絡のない学生には電話などで必ず確認を取っている。論文面接時

には主査及び副査２名で審査を行い、学位授与基準(評価点)として、70 点以上を合格とし

ている。その他、95 点以上の論文については、優秀リサーチペーパーとして論文をＣＤに

収め、配布している。 

英語コースは学業修了要件として Master’s Thesis の作成が求められる。学生は 1 年次

より指導教員のもと Research Method、 Research Paper の指導を 2 年間にわたり受ける。

審査方法、優秀論文の選定については、上記日本人学生と同様の手続きを踏む。 

学位授与にあたり、以上のような基準を満たしたかどうかは教授会で検討承認しており、

学位授与が適切に行われている。（評価の視点２－２１） 
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【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則別表１（必要単位数・履修方法・研究指導）、「明治大学ガバナ

ンス研究科ガイドブック 2011 年度版」8 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブッ

ク 2011 年度版」10 頁、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」2～5 頁、「明治

大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科英語シ

ラバス 2010 年度版」3 頁、リサーチペーパーの作成・提出要領、修論面接委員へ（願）、

優秀リサーチペーパーＣＤ、リサーチペーパー判定資料 

 

修了生の進路の把握 

２－２２  修了者の進路が把握され、また、公表されているか。 

（レベルⅠ○） 

修了者の進路については、本研究科事務室で的確に把握する体制が整備されている。具体

的には修了予定者に発送する「卒業式、学位記授与式のご案内」に進路を記入する欄を設け

た「学位記受領書」が添付されており、学位記を授与する際に回収している。これらの回収

した情報は、個人情報保護に抵触しない限りにおいて、就職概況等で定期的・継続的に公表

するようにしている。 

なお、本研究科は入学時にすでに職業人である学生が多く、また修了後の転職は少ない｡

学部卒業で入学してきた学生の場合､多くは公務員または民間企業に就職するケースが多い｡ 

  留学生の場合は、公的奨学金を得た現職の国家公務員がほとんどのため、修了後は当研究

科で学んだ事柄を生かすべく公務員として勤務を継続している。 

（評価の視点２－２２） 

【根拠・参照資料】 

卒業式・学位記授与式のご案内、就職概況 

 

教育効果の測定 

２－２３ 学生からの意見聴取など教育効果の測定の仕組みを整え、それらを適切に運用して

いるか。 

（レベルⅠ○） 

先述（評価の視点２－８）のように、授業評価アンケートを前・後期授業期間修了時期に実

施し、回収は事務室を経て、執行部（研究科長、専攻主任、大学院委員）に堤出され、教育内

容をチェックしている。これまでのところ、格別の意見が提起されたケースは少ない｡（評価

の視点２－２３） 

【根拠・参照資料】 

授業評価アンケート、授業評価アンケート実施のお願い 

 

２－２４ 教育成果、又は、教育成果を踏まえた教育の内容・方法等に関して、特色として強

調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 
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本研究科では、学業修了要件として、公共政策分野の現場における緻密な分析を踏まえた

実践的方策や政策提言を中心としたリサーチペーパーの作成が求められる。これは指導教員

による専門的指導により作成するもので、分量は原則として 2 万字から４万字の範囲内とさ

れる。作成されたリサーチペーパーについては、指導教員を含めた 2 人以上の審査員によっ

て評点され、評価の高いリサーチペーパー上位の学生については、修了時、式典において褒

賞され、かつ、その論稿は、ＣＤに収録され、在学生及び修了生に配布される。このリサー

チペーパーのほかに、公共政策系専門職大学院を修了する人々の教育成果とは、修了生がそ

の後、高度なスキルを持った職業人（プロフェッショナル）としてどのくらい社会で活躍で

きているのかも見なければならない。本研究科の場合、四つのプログラムにおいて求められ

る人材像が異なることからわかるように、修了後は、選挙に当選し政治家として活躍する者、

現職公務員としてリサーチペーパーで取り上げたテーマに関し積極的に業務に取り入れてい

る者、ＮＧＯやＣＳＲ等の新たな社会運営の担い手として活動する者、公務員試験に合格す

る者等、様々な形で成果が生まれつつある。 

また、引き続き研究を継続しようとする者については、教員 3 名の査読を経て、明治大学

専門職大学院研究論集［年 1 回刊行］に論文を掲載することができる機会も与えられている。

さらには、修了生からなる「ガバナンス政策研究ネットワーク」会員として、例年２回発刊

する『ガバナンス政策研究ネットワーク会報』誌に論文を掲載することができるなど、教育

成果をあげていくための継続的な支援を行っている。 

英語コースについては、留学生のほとんどが母国の現職国家公務員であることから、帰国

後は職場に戻る修了生が多い。本研究科では、帰国後の留学生同士のネットワークを強化し、

帰国後の成果共有ならびに公共政策分野における継続的な知識の習得を図るため、修了生の

ためのウェブ・サイトを開設し、公共政策、行政に関する最新の情報提供や修了生・在学生

同士の意見交換の場として活用していく予定である。（評価の視点２－２４） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」8 頁・28 頁、「明治大学ガバナ

ンス研究科英語ガイドブック 2011 年度版」、2009 年度ガバナンス研究科優秀リサーチペ

ーパー、優秀リサーチペーパーＣＤ、ガバナンス研究科議員向けパンフレット、ガバナン

ス研究科公務員向けパンフレット、専門職大学院研究論集（第 3号）募集要項 

 

[点検･評価(長所と問題点) ] 

教育の成果としての学位授与基準は、前述したように適切なプロセスを経て行われている。

また、公共政策系専門職大学院の特色である、修了後の社会における活躍については 2-24

にて述べたとおりである。修了後、選挙で当選を果たし活躍する政治家や公共セクターの運

営について研究科で学んだことを実践に移す修了生を目の当たりにすると、本研究科の理論

と実践の融合を目指した教育課程の組み立てと教育方法・内容はそれら成果に結び付くもの

として評価できる。 

課題としては、議員・首長、現職公務員と比較して、専門分野で社会に貢献するプロフェ

ッショナル（例：保健福祉、教育、土木建築、経理会計等）のネットワークの構築が十分に
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行われていない点が指摘される。これは「コミュニティ共創プログラム」による人材育成モ

デルが該当するが、専門職の間においては公共政策系専門職大学院についての認知度がまだ

低いことが影響しているのではないかと考えられる。 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則別表１（必要単位数・履修方法・研究指導）、「明治大学ガバナン

ス研究科ガイドブック 2011 年度版」8 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 

2011 年度版」10 頁、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」2～5 頁、ガバナンス

研究科議員向けパンフレット、ガバナンス研究科公務員向けパンフレット 

 

[将来への取組み･まとめ] 

課題として挙げられた「コミュニティ共創プログラム」による人材の育成をさらに強化し

ていきたい。地域社会の課題解決のためには、様々な分野の高い専門性を発揮するプロフェ

ッショナルの力が必要であるが、特定の分野での専門性だけではコミュニティの地域力とし

て活かすことが難しい。それぞれの専門性をコミュニティにおいて活かすために必要な公共

政策分野のスキルを社会に周知することにより、優秀な人材の確保とコミュニティにおける

共創を可能にする人材の育成に力を入れていきたい。 



 23 

３ 教員組織 

[現状の説明] 

専任教員数 

３－１ 専任教員数に関して、法令上の基準を遵守しているか。（「告示第 53 号」第１条第１

項） 

（レベルⅠ◎） 

まず、設置基準から求められる最低必要教員数について、本研究科は専門分野が法学系・

政治学系・経済学系にまたがっているため、各分野ごとに人数を算出し、合計を３で除して

試算する。 

法学系  研究指導教員７名（法学関係５名×1.5） ＋研究指導補助教員５名＝12名 

政治学系  研究指導教員４名（政治学関係３名×1.5）＋研究指導補助教員３名＝７名 

経済学関係 研究指導教員７名（経済学関係５名×1.5）＋研究指導補助教員４名＝11名 

上記より、（12＋7＋11）／３＝10 ⇒ 最低 10名が必要である。 

 

＊教員一人当たりの学生の収容定員＝１５人（人文社会科学系の修士課程：２０人に四分

の三を乗じて算出） 

専任教員１１名×１５＝収容定員１６５人まで可能 ＞ 収容定員１００名 

内 訳 

ⅰ）専任教員数の半数以上は原則として教授（６名以上） 

ⅱ）専任教員数のおおむね３割以上は、実務家教員（３名以上） 

ⅲ）実務家教員の２／３を超えない範囲内で、みなし教員可 （２名まで） 

 この基準を基礎にして、収容定員数 100名に対して、11名の専任教員（特任教員１名を

含む）を確保しており、法令上の基準を遵守している。（評価の視点３－１） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科

英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度

版」14～18 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語ガイドブック 2011 年度版」13～16 頁、

ガバナンス研究科ホームページアドレス（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html）、 

 

 

３－２ 専任教員が、１専攻に限り「専任教員」として取り扱われているか。 

（「告示第 53号」第１条第５項。なお、平成 25年度まで､「専門職」附則２が適用される｡）

（レベルⅠ◎） 

専任教員のうち、３名が本学他学部にも属した兼籍状態にあるが、2010 年度で１名が定

年を迎え、１名が本研究科の兼籍を解消する予定である。残りの１名は兼籍状況について今

後検討する。（評価の視点３－２） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科
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英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度

版 」 14 ～ 18 頁 、 ガ バ ナ ン ス 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html）、 

 

３－３ 法令上必要とされる専任教員数の半数以上が、原則として「教授」で構成されている 

か。（「告示第 53号」第１条第６項） 

（レベルⅠ◎） 

専任教員 11 名のうち、10 名が専任教授にあたるため、法令上必要とされる専任教員数の

半数以上が、教授で構成されている｡（評価の視点３－３） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科

英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度

版 」 14 ～ 18 頁 、 ガ バ ナ ン ス 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html） 

 

専任教員としての能力 

３－４ 教員は、以下のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の指導 

能力を備えている者であるか。 

１.専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

２.専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

３.専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

（「専門職」第５条） 

（レベルⅠ◎） 

本研究科の教員のすべては、採用時における専攻分野についての審査結果からみて、教育

上または研究上の業績、高度の技術・技能、特に優れた知識および経験を有していると判断

している。具体的には、研究者教員に関しては、研究業績(研究書または研究論文、学会で

の報告)などを基礎に判断し、実務家教員については、その分野での実績を基礎に判断して

いる。（評価の視点３－４） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科

英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度

版 」 14 ～ 18 頁 、 ガ バ ナ ン ス 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html）、明治大学教員任用規程、明治大学特任教

員任用基準、明治大学客員教員任用基準、明治大学兼任講師任用基準、ガバナンス研究科

人事委員会内規、ガバナンス研究科専任教員採用内規 

 

 実務家教員 

３－５ 専任教員のうち「実務家教員」の数について、当該分野で必要とされる一定の割合
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が確保されているか。（「告示第 53号」第２条） 

（レベルⅠ◎） 

専任教員 11 名のうち「実務家教員」は３名であり、当該分野で必要とされる一定の割合

が確保されている｡ 

（評価の視点３－５） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科

英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度

版 」 14 ～ 18 頁 、 ガ バ ナ ン ス 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html） 

 

３－６「実務家教員」が、５年以上の実務経験を有し、かつ高度の実務能力を有する教員で

構成されているか。（「告示第 53号」第２条） 

（レベルⅠ◎） 

本研究科に在籍する 3 名の「実務家教員」は、いずれも各々の職務経験において、担当す

る科目の教育指導を可能とするに足る５年以上の実務経験を有し、かつ高度の実務能力を有

している｡具体的には元東京都副知事 1 名、元自治省公務員 1 名、元国際協力機構［JICA］

職員 1名の構成となっている。（評価の視点３－６） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科

英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度

版 」 14 ～ 18 頁 、 ガ バ ナ ン ス 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html） 

 

専任教員の分野構成、科目配置 

３－７ 公共政策分野に関する基本的な科目、実務の基礎・技能を学ぶ科目、広い視野や周辺 

領域の知識を涵養する科目、基礎知識を展開・発展させる科目及び先端知識を学ぶ科目につ

いて、専任教員が適切に配置されているか。 

（レベルⅠ○） 

政策科学において、市川宏雄（都市政策研究）・中邨章（ガバナンス研究等）・青山やすし

（政策創造研究等）・笠京子（公共政策研究等）、国際政策において、山下茂（国際比較行政

研究等）、源由理子（国際協力研究等）、公共経営において、中川雄一郎（社会的企業論）、

北大路信郷（公共経営研究等）、兼村高文（財政研究等）、法律技術において、村上順（自治

体法研究等）など、政策分野に関する基本的な科目、実務の基礎・技能を学ぶ科目、広い視

野や周辺領域の知識を涵養する科目、基礎知識を展開・発展させる科目及び先端知識を学ぶ

科目について、専任教員が適切に配置されており､このことは教員の業績目録によって証明

されている｡（評価の視点３－７） 

【根拠・参照資料】 
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「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科

英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度

版 」 14 ～ 18 頁 、 ガ バ ナ ン ス 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html） 

 

 

教員の構成 

３－８ 教員の構成が、特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないように配慮されたものとな

っているか。（「大学院」第８条第５項） 

（レベルⅠ◎） 

2010 年度現在、30 代 1 名、50 代 3 名、60 代 7 名の構成になっている。研究業績および豊

富な実務経験と実績により、教員の年齢構成が高めになるのは必然的である。（評価の視点３

－８） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011年度版」14～18頁、基礎データ 

 

教員の募集・任用 

３－９ 教員の募集・任用の手続について、規程が定められ、適切に運用されているか。 

（レベルⅠ○） 

原則公募制により、年齢構成・男女比、研究業績の質量、実務家教員の場合には略歴と実

績ならびに論文、面接試験における応答に基づき、審査員３名の判断により決しており、教

員の募集、任用の手続（採用審査）について、規程が定められ、適切に運用されている｡ 

具体的には、教授は、准教授歴５年かつ研究論文５本以上、准教授は専任講師歴３年かつ

研究論文５本以上、専任講師は講師又は２年以上の助手の経歴を有しかつ研究論文３本以上

という条件が要求されている。なお、その際、研究業績の他に教育上の指導能力も評価され

るようになっている。（評価の視点３－９） 

【根拠・参照資料】 

明治大学任用規程、明治大学特任教員任用基準、明治大学客員教員任用基準、明治大学兼

任講師任用基準、ガバナンス研究科人事委員会内規、ガバナンス研究科専任教員採用内規 

 

特色ある取組み 

３－10 教員組織に関して、特色として強調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 

公共政策分野における長い経験を有する実務家専任教員（3 名）を始め、多彩な実務家とし

て、特任教授、特任講師、客員教授、特別招聘教授、兼担・兼任講師（日本人 5１名、外国人

2 名）を擁し､ 国・自治体の行財政政策はもとより、国際政策に関する知見と経験を踏まえ

た具体的方策が示され､受講生から好評を得ている｡（評価の視点３－１０） 

【根拠・参照資料】 
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「明治大学ガバナンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科

英語シラバス 2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度

版 」 14 ～ 18 頁 、 ガ バ ナ ン ス 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html） 

 

[点検･評価(長所と問題点) ] 

2004 年に発足した公共政策大学院については､高度な研究と教育実績または豊富な実務経験

ある者でなければ高度なプロフェッショナルに対する教育はできないとの考えから､50 代の教

授が採用されたことで､格別の準備なく､スムースに開学することができた｡しかしながら､その

後 7年を経て､高齢化が進みつつある｡ 

【根拠・参照資料】 

ガバナンス研究科専任教員採用内規、ガバナンス研究科人事委員会内規、「明治大学ガバナ

ンス研究科シラバス 2010 年度版」190 頁、「明治大学ガバナンス研究科英語シラバス 

2010 年度版」巻頭、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」14～18 頁、

ガバナンス研究科ホームページアドレス（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html） 

 

 [将来への取組み･まとめ] 

教員の年齢構成及び実務家教員数のバランスに配慮し、また若くても優秀な者（博士号取得

者、もしくは専門分野の第一線で活躍していた者）を採用すべく、2010 年 10 月 1 日付で特任

講師 1 名（研究職教員、年齢 30 代）を採用した。また、2011 年 3 月 31 日付で専任教授 2 名

（ともに研究職教員）が定年及び兼籍解消のため離籍し、2011 年 4 月 1 日付で専任教授 2 名

（ともに実務家教員、年齢 40 代と 50 代）、特任准教授 1 名（研究職教員、年齢 30 代）、特任

講師 1 名（実務家教員、年齢 30 代。）を採用することになった。これにより、専任教員は 14

名（特任教員 4 名を含む）となり、実務家教員は専任教員数の 4 割以上の 6 名に、年齢のバラ

ンスにおいても改善される。 
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４ 入学者選抜 

[現状の説明] 

定員管理 

４－１ 入学定員に対する入学者数及び学生収容定員に対する在籍学生数が、適正に管理され 

ているか。（「大学院」第 10 条） 

（レベルⅠ◎） 

本研究科の入学定員は各学年 50 名、収容総定員数は 100 名とされており、過年度の実績

においては、ほぼ順守したかたちで維持されている。また、本研究科では秋季入学制度を設

けているが、大学のシステム上はセメスター入学に対応していないため、秋季入学した学生

が半年後の次年度４月にはシステム上、２年生として扱われ、その翌年の４月からも引き続

き２年生となるが、留籍扱いとはならないよう配慮している。ただし、在学２年間を経過し

た場合は留籍となる。（評価の視点４－１） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」51 頁、「明治大学ガバナンス研究科ガイ

ドブック 2011 年度版」3 頁、「2011 年度明治大学ガバナンス研究科入学試験要項」2 頁、

「2010 年度ガバナンス研究科秋季入学試験要項」2 頁、明治大学ガバナンス研究科ホームペ

ージ（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html）、学生数集計表（2010年 5月 1日付） 

 

学生の受け入れ方針等 

４－２ 専門職学位課程制度の目的に合致し、かつ、当該公共政策系専門職大学院の目的に即

した学生の受け入れ方針、選抜方法及び選抜手続が設定され、それが事前に入学志願者をは 

じめ広く社会に公表されているか。 

（レベルⅠ○） 

本研究科における学生の受け入れ方針や選抜方法等については、本研究科教授会における

慎重なる検討のもとにおいて決定されるとともに、各入学試験区分における入学試験実施方

法については、本研究科教授会において検討されており、各年度ごとの入学試験実施に関す

る詳細情報については、ガイドブックやホームページ等で事前に広く対外的に公表されてい

る。また、2011年度より専門職大学院学則別表に明記する予定となっている。 

学生の受け入れにあたっては、公共政策分野における高度職業人の育成という本研究科特

有の教育理念と目的に照らし、相応の人材の受け入れに留意し、実施している。選抜方法や

選抜手続きに関しては、入学試験実施機会の複数化や、秋季入学試験といった必要とされる

一定の能力を有する者の確保を前提とした優遇措置を講ずることにより、本研究科の教育理

念と目的のさらなる深耕を行っている。選抜手続に関しては、合否結果の公表については、

入試終了後速やかに学内における掲示方法による公表と、合格者を対象とした合格証および

入学手続書類の郵送による連絡および手続きを行っている。なお受験生の便宜を考慮し、補

助的手段としてのインターネット、携帯端末、電話による合否結果の照会も行っている。

（評価の視点４－２） 

【根拠・参照資料】 
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３つのポリシー（アドミッション・ポリシー）、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年

度版」51 頁、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」3・32～33 頁、

「2011 年度明治大学ガバナンス研究科入学試験要項」2 頁、「2010 年度ガバナンス研究科秋

季入学試験要項」2 頁、「2011 年度明治大学ガバナンス研究科留学生入学試験要項」2・3

頁 、 明 治 大 学 ガ バ ナ ン ス 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.meiji.ac.jp/mugs2/index.html） 

 

実施体制 

４－３ 入学者選抜を実施する、責任ある体制が確立されているか。 

（レベルⅠ○） 

入学試験の実施にあたっては原則として専任教員全員と事務職員によって運営されている。 

また、入学試験実施体制要領を作成し、教職員ともに事前に配布・熟知させている。当日は入

学試験本部を設置し、適切かつ公正に実施する体制が組まれている。また合否の決定に関して

は、本研究科専任教員によって構成される入学者合否判定教授会の議を経て、厳正かつ公正に

決定している。 

外国人留学生の入学者選抜については、各奨学金授与機関（国際協力機構、マレーシア政府

等）の実施プロセスに応じて行っており、各機関ともその選定プロセスは信頼性の高いものと

判断できる。本研究科による書類選考、面接（現地面接を含む）がその選抜プロセスに含まれ

る。また合否の決定に関しては、本研究科専任教員によって構成される入学者合否判定教授会

の議を経て、厳正かつ公正に決定している。（評価の視点４－３） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」32～33 頁、ガバナンス研究科入

学試験実施体制 

 

特色ある取組み 

４－４ 入学者選抜に関して、特色として強調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 

本研究科の教育理念および目的にある高度専門職業人の育成という点に照らして、相応の人

材の受け入れを可能とする受入方法としての入学者選抜として、４月に入学する試験を 11 月

（Ⅰ期入試）と 2 月（Ⅱ期入試）に実施し、また、９月に入学する秋期入学試験を行っている。

４月入学試験の選抜方法は小論文試験と面接試問となるが、小論文試験は職務経験（学業の傍

らのアルバイト経験を除く）３年以上の方は申請により免除している。９月入学試験は公共政

策に関する職務に携わっている方を対象としており、選抜方法は面接試問となる。 

また、小論文試験に関する入試問題の作成にあたっては、本研究科専任教員によって問題の

内容および量に関する厳正な管理のもとに行われ、面接試問においては本研究科専任教員によ

る面談形式をもって実施している。 

その他、アドミッション・オフィス方式により､勤務先（自治体派遣・企業派遣）の人事担

当役職者以上からの推薦ある者を対象に､入学試験（面接試問）を実施している。 
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また、政府派遣留学生、国費留学生、政府開発援助長期研修員等の外国人留学生についても、

4 月・9月に入学するための選考を行っている。（評価の視点４－４） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」32 頁、「2011 年度明治大学ガバ

ナンス研究科入学試験要項」、「2010 年度ガバナンス研究科秋季入学試験要項」、「2011 年度

明治大学ガバナンス研究科留学生入学試験要項」、ガバナンス研究科入学試験実施体制、ガ

バナンス研究科入学試験監督要領、ガバナンス研究科入学試験面接要項、ガバナンス研究

科入学試験面接採点票 

 

[点検･評価(長所と問題点) ] 

学部学生の場合､2 月入試・4 月入学が一般であるが､職業人は職務の都合で､年一回の入試で

は受験機会が限定される｡したがって、11 月（Ⅰ期）と 2 月（Ⅱ期）入試と秋期（9 月）入試

の機会を設け、より多くの職業人が受験できるように配慮している。また､学部生と異なり受

験者総数は多くないので､入学試験の実施にあたって､格別､教員スタッフの負担になっていな

い｡ 

留学生に関しては、英語による授業に対応できるかどうかをチェックするために、可能な範

囲で現地面接を実施しているが、国によっては英語力が必ずしも十分でない学生がおり、彼ら

に対する教育効果を上げる工夫が必要である。 

【根拠・参照資料】 

ガバナンス研究科入学試験統計表 

 

[将来への取組み･まとめ] 

本研究科は他の公共政策系大学院よりも学費が高額で学生の経済的負担が大きい。学費の一

層の切り下げと給費奨学金額の拡大が求められる｡ 

英語コースについては、基本的に国費留学生を対象にしているため、これまでと同様の対応

をしていくが、英語力が比較的弱い国々の学生に対しては英語の特別コースを設けるなどの対

応をさらに強化していく。 

また、マレーシア国等本学と関係が深い国々に対しては、現地における説明会を実施するな

ど対応を強化していく。 
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５ 教育研究環境および学生生活 

[現状の説明] 

教育形態に即した施設・設備その他の施設・設備が、公共政策系専門職大学院の規模及び 

教育形態に応じ、適切に整備されているか。（「専門職」第 17条） 

（レベルⅠ◎） 

施設･設備は本研究科の教育効果を上げるのに十分に整備されている。本研究科のほぼすべ

ての授業を行っている校舎アカデミーコモンのうち、本研究科が主に授業を行う 8～10 階には

講義室 8 室（約 60 名収容 5 室、99 名以上収容教室 3 室）、演習室 15 室（約 30 名収容）が整

備されている。各曜日時限の開講コマ数及び履修者数に対して、教室数並びに教室規模も適切

に割り振られている。演習室の教卓 PC には、プレゼンテーションソフトがインストールされ

ていて、演習等で利用されている。（プレゼンテーション設備のパーソナルコンピュータは概

ね３年程度でのリプレイスを行い、整備している。プレゼンテーション設備として、ＰＣのほ

か、DVD プレイヤー、CD プレイヤー、ビデオテープ、書画カメラ等が配置されている。）なお

本研究科における授業の多くは、演習室を利用しているが、ディスカッションのしやすいロの

字型のテーブル配置となっている他、教室に設置されている視聴覚機器を有効に活用し、視聴

覚的に工夫された様式と内容をとることにより、教育効果のさらなる向上を図っている。（評

価の視点５－１） 

【根拠・参照資料】 

アカデミーコモン利用の手引、「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」

29 頁、「明治大学教員ハンドブック 2010」29・39・55 頁、「明治大学ガバナンス研究科便

覧 2010年度版」38～40頁 

 

情報関連設備及び図書設備 

５－２ 教員の教育研究活動及び学生の学習のために必要な図書施設、及び情報インフラスト

ラクチャーが適切に整備されているか。 

（レベルⅠ○） 

本学においては、専任教員（特任教員を含む）のための個人研究室が完備されており、ＰＣネット

ワーク、電話、冷暖房設備、壁面書架等、十分な教育研究環境が用意されている。本研究科関係で

は、専任教員 11 名（特任教員１名を含む）に個人研究室が割り当てられている。これらは平日・週末

を問わず入退出が可能であり、専属の警備員が常駐し、防犯カメラを設置するなど安心して研究を

可能とする環境が整備されている。 

また、本学には駿河台地区、和泉地区、生田地区にそれぞれ図書館を配置しているが、本研究

科学生が主に利用する駿河台地区の中央図書館（面積 12、485 ㎡、座席数 1、274 席、140 万冊以

上の蔵書、21、000 種の新聞・雑誌等保有）は、都内の大学図書館にあって屈指の充実さを誇るもの

であり、十分に整備された図書館では本研究科の教育・研究に必要な文献・資料等が用意され、大

きな教育研究効果を上げている。なお本学では首都圏の諸大学間において相互協力コンソーシア

ムを組むことにより、所有図書の相互活用の便宜に供している。また、入学時のオリエンテーションに

て図書館の利用方法について説明を実施しており、また図書館主催による施設利用説明会が実施
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されている。さらにインターネットの使用により、大学ホームページを経由して電子媒体として用意さ

れた論文にアクセスすることも可能とするとともに、蔵書の貸出状況の確認や借り出しのための予約

等の便宜が図られており、学生および教職員の研究活動に大きく寄与している。 

学生の学習を支援する仕組みとしては、教育支援システム「Oh-o!Meiji システム」があ

る。同システムを使用し、学生はＷＥＢ上での科目のシラバス閲覧やレポート提出を行うこ

とができ、教員の側からは課題レポートの評価を行うなど、双方向のコミュニケーションが

可能になっている。また、学生への教員または事務からのお知らせ配信などを行っているほ

か、これらのお知らせは携帯電話への転送サービスにも対応しており、校舎内の掲示板を見

ずとも情報を収集することを可能としている。 

その他、同キャンパス内の校舎 12 号館内にもパソコン及びプリンターを常設した部屋を

設けており、係の者も待機しているため、学生からのパソコンに関する質問にも迅速に対応

できる体制を整えている。（評価の視点５－２） 

【根拠・参照資料】 

明治大学図書館規程、明治大学図書館利用規程、明治大学図書館利用案内、明治大学情報

基盤本部規定、「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」39・40 頁、明治大学の情

報サービスリーフレット 

 

特色ある取組み 

５－３ 教育研究環境の整備に関して、特色として強調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 

講義室、演習室は整備されており、教育・研究機器も充実している。また、アカデミーコモン

10 階には講師控室が配置されており、専従の職員が配置されるとともに、コピー機、印刷機、プレゼン

テーション機器のデモンストレーター、各種辞書類等が整備されており、講義準備や教員間の打合せ

等に活用されている。 

また、オープンプリンターと呼ぶインターネットを介して、印刷指示を送ることができる機器を各校舎

に設置し、個人所有のパソコンからでも文書出力することができる。 

14 号館には大学院生共同研究室を設け、個人ロッカーのほか、個別ブース方式による学習

スペースを完備し、ネット環境のための PC コンセントが取り付けられている。ここは年末年

始および大学が指定する特定の休日を除く日の 7：00～23：00 まで使用可能であり、授業時間

帯はもとより、授業時間帯以外の時間における学習を十分に可能とさせている。その他、同校

舎には院生相互の交流のためのラウンジ、ディスカッションルーム（４部屋あり。約 20 名収

容。他３研究科の院生と共用）、交流サロンが整備されている。 

ただし、ラウンジ、サロンは狭隘である。他方、教員研究室についても極めて狭隘であり、

書物の置き所が限られている。（評価の視点５－３） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」31～40 頁、アカデミーコモン利用の手引、

「明治大学教員ハンドブック 2010」29・39・55頁 
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５－４ 学生生活への支援・指導に関して、特色として強調すべき点、ないし検討課題はある 

か。 

（レベルⅡ○） 

院生が怪我や病気等にかかったときには､学内診療所を無料で利用をできるほか、近辺に

は病院が数多くあり､緊急搬送も可能である｡大学全体として、学生の心身の健康を保持・増

進するための適切な相談・支援体制としての「学生相談室」（平日９：３０～１７：３０、

土曜日 ８：３０～１２：００）の設置や、学生健康保険が完備されており、本研究科とし

ても大学全体の体制に沿うかたちで対応している。大学全体で各種ハラスメント防止等に関

する規程（明治大学キャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程）および相談体制は整

備され、それが学生に周知されている。なお、学生の相談窓口は各キャンパス内の学生課、

学生相談室および診療所、専門職大学院事務室、国際交流センター事務室、資格課程事務室

とし、教職員の窓口は各所属長、人事部人事課、教職員組合事務局としている。これらの相

談に対応する者として相談員を配置しており、相談員は本学の構成員すべての者の受付窓口

となるよう規定している。またセクハラホットラインも整備している。 

また、奨学金など経済的支援についての適切な相談・支援体制は大学全体で整備されてい

るほか、本研究科独自の奨学制度を確立している。研究科独自の奨学金制度としての「明治

大学ガバナンス研究科給費奨学金」は、年額 200、000 円～300、000 円を入学定員の約半数

を対象に給付するものである。給付にあたっては、入学試験結果を勘案し、給付者を決定し

ている。そのほかには「明治大学交友会奨学金（給費）」があり、年度毎に研究科に配分さ

れた寄付金額を基に人数および金額を決定している。なお、これらの奨学金受給者は教授会

における審議のうえ、厳正に決定している。 

本研究科では育児をしながら通っている学生もいたため、育児用のスペースを確保する等

特別な配慮を行ってきている。ただし、保育施設等の環境整備は今後の課題である。 

研究科の留学生に対しては、研究科に「留学生ラウンジ」を設置している。ここでは、英

語で対応でき、留学経験を持つ２名の嘱託職員を配置し、留学生への生活面における支援を

行っている。このラウンジでは、留学生の研究分野に関る書籍を配列して、日本での研究を

支援する環境をつくっている。また、インターネットに接続できるパソコンを複数台設置す

ることで、ネット環境も整えている。加えて、ラウンジでは、ブラウン・バッグ・セミナー

など、実務家による小規模な講演会なども開催することで、より実践的な知見を高めること

が可能である。さらに、事務室では英語対応が可能な職員を複数名配置しているほか、学内

診療所とも連携を取り、留学生の早期受診を促している。 

本研究科が主に授業を行う建物であるアカデミーコモン棟は 2004 年に竣工し、同年 4 月

に使用を開始した本学最新の教育研究用施設の一つであり、バリアフリーにも完全対応して

いる。 

また、学期ごとに実施している授業評価アンケートで学生から要望のあった場合は検討し、

さらなるサービス向上に努めている。実績としては、校舎内に無線ＬＡＮを設けた。 

その他、学生生活を支援する機関を設けており、その案内冊子を入学ガイダンスの際に配

布及び説明をし、学生への周知を行っている。 
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（評価の視点５－４） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」31-40 頁、「明治大学ガバナンス研究科ガ

イドブック 2011 年度版」19 頁（留学生ラウンジ）・34～35 頁（奨学金・各種支援制度）、

学生相談室あんない、ハラスメントのないキャンパス、学生健康保険のしおり、キャンパ

ス・ハンドブック 

 

５－５ 学生の課程修了後を見越したキャリア支援、進路選択のための助言・指導の体制に関

して、特色として強調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 

学生からの相談はメールアドレスをほとんどの専任教員が公開していることもあり、アポ

イントをとり、本研究科専任教員が随時対応している。 

また、公務員志望の学生に対しては本学行政研究所が主導で、公務員試験講座を開講して

おり、模擬面接を実施し、合格に向けての支援を行っている。また、本研究科の専任教員及

び教員の紹介で各自治体人事担当者が公務員面接の指導も行っている｡なお、2011 年度より

行政研究所を介さず、本研究科が公務員試験講座を実施する予定である。 

その他、本研究科の学生に対する進路選択に関わる相談や支援体制全般については、明治

大学就職キャリア支援事務室において進路相談、指導を行う体制が整備されている。なお、

院生の大半は自治体職員、民間企業人、NPO・NGO 職員、プロフェショナル等といった社会

人であり、学業修了後、元の職場に戻る例が多いため、学生が就職キャリア支援事務室を利

用する頻度は低い。（評価の視点５－５） 

【根拠・参照資料】 

就職概況 2009年度、2010年度行政研究所公務員講座 

 

[点検･評価(長所と問題点) ] 

教育環境の整備について、施設・情報インフラストラクチャー等は十分に整備されていると

考えている。課題としては、外国人留学生を交えた研究科全体のセミナーやシンポジウムのた

めには、同時通訳システムや双方向の通信システムなどの機器装備が求められる。 

次に学生生活への支援については、本研究科の特徴である多種・多様な社会人や海外からの

留学生が集まる学びの場という観点から、いかに彼らの研究生活上の要求にきめ細かに対応で

きるのかが要点となる。前述したように育児スペースの提供、カウンセリング等のメンタルな

面へのサポート、研究科専属の留学生ラウンジの設置に加え、随時指導教員との面談が行われ

ており、保育施設設置等の検討課題はあるものの、今までのところ広範囲かつ必要十分な支援

を提供できていると考えている。 

キャリア支援については、多くの学生が職業人であることから、公務員志望の学生に対する

支援が中心となっている。前述したように 2011 年度からはガバナンス研究科修了生のネット

ワークを活用した独自の公務員志望者への支援を展開していくことになっている。 

【根拠・参照資料】 
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ガバナンス研究科便覧 31-40 頁、英語ガイドブック 19 頁（留学生ラウンジ）、学生相談

室あんない、ハラスメントのないキャンパス、学生健康保険のしおり、キャンパス・ハン

ドブック、明治大学情報基盤本部規程 

 

[将来への取組み･まとめ] 

 施設・インフラストラクチャーの整備については、外国人留学生を交えた研究科全体のセミ

ナーやシンポジウムを効果的に行うために、同時通訳システムや双方向の通信システムなどの

機器装備について検討していきたい。 

 学生生活への支援については、現在のきめ細かな支援を継続していくとともに、常に学生の

要求に耳を傾けながら教育研究のための環境が適切に提供できるように取り組んでまいりたい。 

2011 年度からは、「教育補助講師」として学生の研究支援を行うスタッフを配置することに

なった。具体的には、公務員志望者に対する支援を担当する者 1 名と留学生の研究手法支援

（特に計量分析・社会調査等）を行う者 1 名である。両名とも顕著な実務実績を有するもの、

もしくは当該分野の博士号を有する者を適切に配置したいと考えている。 
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６ 管理運営 

[現状の説明] 

事務組織の設置 

６－１ 公共政策系専門職大学院を管理運営し、その目的の達成を支援するため、適切な規模

と機能を備えた事務組織を設置しているか。（「大学院」第 35条） 

（レベルⅠ◎） 

明治大学専門職大学院学則第９条に基づき、必要な事務職員を置いている。専門職大学院

事務室には事務長１名、研究科専任の勤務者として４名及び非正規職員２名のほか、事務室

に隣接する講師控室に２名、専任教員の研究室がある建物の中の共同研究室に２名を配して

おり、十分な事務組織を有している。なお注記事項として、専門職大学院としての本研究科

が有する教育上の特殊性（高度専門職業人の育成）を鑑みた場合、既存の学部や研究科運営

とは大きく異なる点が少なからず存在しており、そうした状況のなかにあって専門職大学院

担当事務にも従来以上の高度性や専門性が求められてきている。本研究科担当事務において

は、こうした要請にも的確に対応できるようつねに努力、工夫が図られている。（評価の視

点６－１） 

【根拠・参照資料】 

事務組織規程、事務組織図 

 

 学内体制・規程の整備 

６－２ 公共政策系専門職大学院の教学事項に関する固有の意思決定及び管理運営を行うた

めの組織体制が整備されるとともに、その活動を支える規程が設けられ、運用が適切に行

われているか。 

（レベルⅠ○） 

明治大学専門職大学院学則第４章の規定により、専門職大学院委員会を置き、専門職大学

院長のほか教務主任を配置し、専門職大学院全体の運営に当たっている。また、研究科単位

については、教授会員の資格を有する専任教員を構成員として組織された「教授会」を設置

し、執行部として議長の研究科長や教務担当の「専攻主任」、専門職大学院委員会の委員と

しての「専門職大学院委員」を配置し、運営している。教授会が議決すべき事項は専門職大

学院学則および明治大学学部教授会規程に基づき定められている。 

なお、本研究科においては、前出の教授会構成員に関し、本来の構成員である専任教授職

に加え、専任准教授および専任講師にも議決権を有する構成員とすることで、その参加を認

めるとともに、教授会における審議および決定の公正化かつ広い観点からの意見の反映に努

めている。（評価の視点６－２） 

【根拠・参照資料】 

明治大学専門職大学院学則、明治大学学部教授会規程、ガバナンス研究科 2010 年度教授会

開催日程 

 

 関係組織等との連携 
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６－３ 地方自治体、公共的な非営利組織、企業、その他外部機関との連携・協働が適切に 

実施されているか。また、公共政策系専門職大学院の運営のために、学外から意見を聴取す

る仕組みが設けられているか。 

（レベルⅠ○） 

地方自治体については、本研究科教員が識者として、各種委員会等においてメンバーとな

り、地域におけるガバナンスのあり方等について積極的な意見具申を行っている。また、公

共的な非営利組織（ＮＰＯ、ＮＧＯ、ＪＩＣＡ等）、企業、その他外部機関との連携・協働

も教員が有識者として個別に関わってきている事例が多い。ただし、研究科全体として連携

が図られているとは必ずしもいえない。 

公共政策系専門職大学院の運営のために、今回の大学基準協会による認証評価を受けるこ

ととなった以外に、これまでのところ、外部有識者等からの組織的な意見聴取の仕組みはな

い。（評価の視点６－３） 

【根拠・参照資料】 

学校法人明治大学教職員就業規則、事務組織規程、事務組織図、職員研修に関する規程、 

 

特色ある取組み 

６－４ 管理運営に関して、特色として強調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 

事務職員は、多種・多様な社会人学生のニーズに対応するために、職員と学生間のみなら

ず、教職員間のコミュニケーションを密にしながら、円滑な事務業務の運営を図っている。

2004 年に公共政策大学院が開学した当時は、社会人学生から事務による対応へのクレームが

散見されたが、専門職大学院に移行して以降社会人学生の多様なニーズに対応できるような

体制を整えた結果、そのようなクレームはほとんど聞かれなくなった。 

社会人に対するきめ細かな対応を展開していく中で、事務職員の陣容が限られているため

一人一人の職員の負担増につながっていることが懸念される。 

なお、外国人教員及び外国人留学生に対応するために英語が堪能な職員が複数名配置され

ている。（評価の視点６－４） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科便覧 2010 年度版」31-40 頁、「明治大学ガバナンス研究科英

語ガイドブック 2011年度版」19頁（留学生ラウンジ） 

 

[点検･評価(長所と問題点) ] 

関係組織等との連携については教員による個人的な努力は継続されているものの組織的取り

組みが限られているので、今後は検討が必要である。 

管理運営は概ね適切に行われている。また、英語が堪能な職員の配置により、英語コースの

運営は滞りなく行われている。 

ただし、社会人や留学生に対するきめ細かな対応を行う中で、限られた陣容による職員個々

人への負担増が懸念されるところである。たとえば、土曜日は授業が 9 時から開始されている
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が専門職大学院事務室の取扱時間が 12 時 30 分から 18 時までの勤務であるため、授業時間帯

と事務組織の勤務時間の間にズレが生じている。その間は事務室に隣接する講師控室にて臨時

職員が２名常時待機しており、教員の要望について対応しているのが現状である。 

 

[将来への取組み･まとめ] 

事務職員の数が限られている中で、社会人学生および留学生に対するきめ細かな対応を展開し

ており限界があるため、職員等の増員を検討していく必要がある。 
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７ 説明責任 

[現状の説明] 

 自己点検・評価 

７－１ 自己点検・評価のための仕組み及び組織体制を整備し、適切な評価項目及び方法に基

づいた自己点検・評価を、組織的、継続的な取組みとして実施しているか。（「学教法」第

109条） 

（レベルⅠ◎） 

本学においては、「自己点検・評価報告書」を各学部・大学院で毎年度作成しており、

本研究科でも適切な評価項目及び方法に基づいた自己点検・評価を組織的、継続的な取組

みとして実施している。 

また、設立当初から学期ごとに学生に対して授業評価アンケートを匿名で実施している。 

（評価の視点７－１） 

【根拠・参照資料】 

点検評価報告書、授業評価アンケート、FD担当教員への送付文 

 

７－２ 自己点検・評価の結果を、学内外に広く公表しているか。（「学教法」第 109条） 

（レベルⅠ◎） 

自己点検・評価のプロセスは教授会構成員に対して公開されているとともに、つねに内

部的な公表には透明性を高めるよう努力している。 

また、全学的な取り組みとして、毎年度「自己点検・評価報告書」を取りまとめ、発行

しており、当該結果および内容については、学内各機関に配布するとともに本学ホームペ

ージにて公開をしている。よって現時点における標記に関する各種結果およびデータにつ

いては、そのすべてにおいて公開されている。 

教学に関する点検および評価については、本研究科が独自で「授業評価アンケート」と

して実施しており、回収したアンケート結果は教授会で公表されるほか、各授業担当教員

へフィードバックして翌年以降の教育の改善につなげるよう促している。（評価の視点７

－２） 

【根拠・参照資料】 

自己点検・評価報告書、授業評価アンケート、FD 担当教員への送付文、大学ホームページ

（http://www.meiji.ac.jp/koho/about/hyouka/） 

 

情報公開 

７－３ 公共政策系専門職大学院の教育活動及び組織運営その他の活動の状況について、学生

志願者及び一般社会が正しく理解できるよう、ホームページや大学案内等を利用して適切か

つ真摯・誠実に情報公開を行っているか。 

（レベルⅠ○） 

学生志願者及び一般社会人向けに、ホームページやガイドブック、電車広告等により、情

報発信・情報公開をしている｡また、本研究科での就学を希望する者に対しては、ガイダン
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スを開催し、研究科概要の説明、教育カリキュラムの説明を実施することにおいて、その公

表に努めている。 

その他、公共政策系専門職大学院の教育活動として、刊行物では、教員の論文を掲載する

本研究科紀要「ガバナンス研究」を毎年刊行しているほか、院生・修了生の論文を掲載した

「専門職大学院研究論集」、修了生による研究活動として、「ガバナンス政策研究ネットワー

ク会報」の刊行がなされている。さらに教員を核に置く院生及び修了生による自主的活動と

して、ガバナンス政策研究ネットワーク、都市政策フォーラム、公共品質マネジメントフォ

ーラムを組織し、勉強会やシンポジウムを開催するなど広く社会に情報を発信している。

(評価の視点７－３） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」23・28 頁、「明治大学ガバナン

ス研究科英語ガイドブック 2011 年度版」11 頁、ガバナンス研究科ホームページアドレス、

ガバナンス研究科議員向けパンフレット、ガバナンス研究科公務員向けパンフレット 

 

特色ある取組み 

７－４ 自己点検・評価及びそれに基づく改善・向上の取組み、情報公開・説明責任に関して、

特色として強調すべき点、ないし検討課題はあるか。 

（レベルⅡ○） 

自己点検・評価結果は、その都度教授会において確認し、必要な改善を図ってきた。本報

告書で説明している現状の多くは、それらの検討を踏まえ取り組まれた事柄である（例：4

つの履修モデルの設定、教員の新規採用、留学生ラウンジの設置、学生生活へのきめ細かい

支援等）。 

情報公開については、前掲（７－３）の院生及びホームページや大学院案内の他に､年に

一度、公共政策に関わるテーマを設定し､修了者で現職の政治家、自治体職員をはじめ、知

事、市区町村長、自治体議員、自治体職員、NPO・NGO 代表、学者等を招いてシンポジウム

を開催しており､高度職業人の学びの場としての成果を発信するとともに、外部参加者に大

学院案内(ガバナンス研究科ガイドブック)を配布している｡また､教育内容に関心を持つ者に

対しては大学院の概要を通して、学費・奨学金・各種支援制度に関わる質問についてはホー

ムページを介して説明されている。（評価の視点７－４） 

【根拠・参照資料】 

「明治大学ガバナンス研究科ガイドブック 2011 年度版」23・28 頁、「明治大学ガバナン

ス研究科英語ガイドブック 2011年度版」11 頁、ガバナンス研究科ホームページアドレス 

 

[点検･評価(長所と問題点) ] 

専門職大学院として開学以降、7－4 で述べたような見直しを絶え間なく行ってきた。また情

報公開・説明責任に関しても様々な形（ホームページ、シンポジウム、院生・修了生によるネッ

トワークによる発信等）で実施してきた。今後の大きな課題は見当たらないが、これらの取組を

充実させていくことが肝要であろう。 
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[将来への取組み･まとめ] 

情報化社会の進展のなかで、情報技術の進歩の一方で、個人情報や知的財産の観点からもそれ

ら情報そのものの重要性が高まりを見せると同時、対外的な情報管理姿勢が強く問われる今日的

状況を鑑み、今後も、情報公開の重要性と社会的意義を真摯に受け止め、現状の維持にとどまる

ことがないよう、一層の努力と貢献に努めていくものである。また今日の情報開示において重要

な問題とされる個人情報の取り扱いに関する配慮と、情報技術の多様化に鑑み、これらの諸点に

おいて重篤な問題が生じることなきよう、細心の注意と関係者への注意の新たな喚起を一層はか

るよう努めていくものとする。 



 42 

終 章 

 

この度の点検・評価によって、各項目のレベルⅠの法令遵守に関する事項については、すべての

点について基準を遵守することが確認できた。また、レベル II に関しても、現在の教育研究の

質を継続的に維持・向上させていくための体制は整備されていると自負している。 

大学基準協会が法令に準じて定める基本項目については、ほぼ全ての点について当初の教育上

の目的を達成していると判断される。いくつかの課題について、直ちに問題になる点ではないも

のの、将来的な改善の取組が必要であることを教職員間で認識できたことは自己点検・評価の成

果である。 

 具体的には、①履修モデルの継続的な見直し（該当箇所「2-(1)教育課程等」、②リモート・ラ

ーニングの収録方法の改善（同「2-(2)教育方法等」）、③コミュニティ共創プログラムの異なった

アクター間のネットワークの強化（同「2-(3)成果等」、④若く優秀な教員の採用（同「3 教員組

織」）、⑤学費切り下げと給費奨学金の拡大（同「4 入学者選抜」、⑥多種・多様な人材に対する

きめ細かな対応（同「5 教育研究環境および学生生活」）、⑦土曜日の職員勤務時間の改訂（同

「6 管理運営」がある。これらの点については、本研究科の目的である「高度な知識と広い視

野を備えた職業人（プロフェッショナル）の育成」をより確実かつ効果的なものとするために、

今後の改善・向上が必要であり、可能な限り早い時期での改善を実現していきたい。なお、上記

項目のうち、「履修モデルの継続的な見直し」、「若く優秀な教員の採用」については、既に改善

のための着手が開始されたことを申し添える。 

 今回の自己点検・評価の機会は、公共政策系専門職大学院としての 3 年間を振り返る貴重な機

会であった。本研究科は、政治家、公務員、ＮＰＯ・ＮＧＯなどの非営利組織の職員、様々な専

門分野で社会貢献するプロフェッショナル等、異なったアクターによるよりガバナンスに資する

ことを念頭におき、高度なプロフェッショナルの育成を行ってきた。今回、改めて認識された改

善策を踏まえ、より効果的なガバナンスと社会的課題の解決に貢献し得る人材の育成を行って参

りたい。 

 


